
中京支部滞納支部会費徴収整理細則 

 

（趣旨） 

第 １ 条 この細則は、滞納支部会費の円滑な徴収及び整理に関し、必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第 ２ 条 この細則において、滞納支部会費とは次のものをいう。                       

 (1) 支部規約第４６条第２項に規定する納期までに支部会員が納付すべき支部会費の

うち、前事業年度末日において納付されなかった会費             

    (2) 支部規約第４６条の２に規定する支部総会の議決による納期までに支部会員が納

付すべき支部特別会費のうち、前事業年度末日において納付されなかった特別会費 

２．この細則において、支部会費滞納者とは、前項に規定する滞納支部会費がある支部

会員をいう。 

   ３．この細則において、未納支部会費とは、支部会員が当事業年度において納付すべき

支部会費及び支部特別会費のうち納付されていない会費をいう。 

   ４．この細則において、滞納支部会費等とは、第１項に規定する滞納支部会費及び前項

に規定する未納支部会費をいう。 

   ５．この細則において、滞納期間とは、第１項に規定する滞納支部会費がある期間をい

い、事業年度単位で計算する。この場合、納付すべき支部会費の全額が納付されてい

ない事業年度を１事業年度とする。 

 

（督促等） 

第 ３ 条 支部長は、支部会費滞納者に対して、滞納支部会費の納付の督促をしなければならな 

い。 

２．支部会費滞納者から支部会費の一部について納付があったときは、滞納支部会費の 

発生順に納付されたものとして取り扱う。 

 

（支部会費滞納者の現況調査等） 

第 ４ 条 支部長は、毎年６月末日現在における滞納支部会費について、納付の意思確認調査を 

行い、支部会費滞納者の氏名又は名称、事務所の所在地、滞納期間及び滞納額等につい 

て、支部会費滞納者の現況書（様式第１号）を作成するものとする。 

 

（内容証明郵便による督促） 

第 ５ 条 支部長は、支部会費滞納者に対して内容証明郵便（電子内容証明を含む。）をもって

督促し、年１回以上これを継続する。 

 

（法的措置） 



第 ６ 条 支部長は、前条に規定する督促をしてもなお滞納支部会費が納付されないときは、当 

該支部会費滞納者に対して滞納支部会費の全額につき、訴えの提起（少額訴訟を含む。）、 

支払督促の申立てその他の法的手続（以下「法的措置」という。）を講ずるものとする。 

２．前項の規定にかかわらず、支部長は、支部会費滞納者の滞納期間が２事業年度となっ

たときは、速やかに法的措置を講じ、債権額を確定するものとする。 

３．支部長は、第１項に規定する法的措置を講じたときは、支部会費滞納者に対する法的   

措置報告書（様式第２号）により、速やかにその顛末を本会会長に報告するものとする。 

 

（本会と共同して行う法的措置） 

第６条の２ 支部長は、本会会長に支部会費滞納者に関する共同法的措置申請書（様式第３号）

をもって申請することにより、前条第１項に規定する法的措置を本会と共同して行うこ

とができる。 

 

（強制執行） 

第 ７ 条 支部長は、第６条の規定に基づき講じた法的措置の結果、当該支部会費滞納者の滞納

期間が５事業年度となったとき、かつ、本支部が求める判決等が確定したとき又は仮執

行宣言が付されたときは、速やかに強制執行の申立てを行うものとする。 

２．支部長は、第６条に規定する法的措置又は前項に規定する申立てに関する手続に付

した後において、当該支部会費滞納者が登録を抹消したとき又は税理士法人を解散した

ときは、その手続を取り止めることができる。 

 

（６事業年度以上滞納への対応） 

第７条の２ 支部長は、支部会費滞納者の滞納期間が６事業年度以上となる場合には、毎事業年

度、第６条に規定する法的措置を行い、本支部が求める判決等が確定したとき又は仮執

行宣言が付されたときは、速やかに前条に規定する強制執行の申立てを行うものとする。 

 

（本会への通知） 

第 ８ 条 支部長は、第５条による督促を行ってもなお滞納支部会費の納入がない支部会員につ

いて、支部役員会の議を経て本会会則の規定による処分相当である旨を本会経理部長に

支部会費滞納者に関する会則処分申立書（様式第４号）をもって通知する。 

 

（支部に所属しなくなった支部会員等への督促） 

第 ９ 条 支部長は、支部に所属しなくなった支部会員に滞納支部会費等があるときは、速やか

に納付を督促する。 

２．支部長は、死亡により登録を抹消した税理士会員に滞納支部会費等があるときは、そ

の者の法定相続人に対して滞納支部会費等の納付を督促する。 

３．支部長は、解散した税理士法人に滞納支部会費等があるときは、当該税理士法人の清

算人に対して滞納支部会費等の納付を督促する。 

 



（他の支部へ異動した支部会員への対応） 

第９条の２ 支部長は、本会の他の支部へ異動した支部会員に滞納支部会費等があるときは、そ

の全額について、第６条に規定する法的措置を行い、必要があるときは第７条に規定す

る強制執行の申立てを速やかに行うものとする。 

２．前項の法的措置は、第６条の２の規定により本会と共同して行っている場合は、これ

による。 

   ３．支部長は、第１項の支部会員から滞納支部会費等の納付があったときは、速やかに本

会会長に報告するものとする。 

   ４．第１項及び前項の場合において、支部長は、速やかにその旨を支部会費滞納者の支部

異動に係る報告書（様式第５号）により異動後の支部へ報告するものとし、本会を通じ

て行う。 

 

（他の税理士会へ異動した支部会員への対応） 

第９条の３ 他の税理士会の支部へ異動した支部会員に滞納支部会費等があるときの当該支部会

員への対応については、前条の規定を準用する。 

 

（滞納支部会費等の整理） 

第１０条 支部長は、支部に所属しなくなった支部会員であって、破産及びこれに準ずる状況に

あることが判明した者の滞納支部会費等について、支部役員会の承認を得て、その全額

を消却することができる。 

２．支部長は、２年以上の所在不明により登録を取り消された者の滞納支部会費等につい

て、支部役員会の承認を得て、その全額を消却することができる。 

３．支部長は、第１項に規定するもののほか、次の各号に掲げる理由により、支部に所属

しなくなった者の滞納支部会費等の徴収が事実上困難であると認めたときは、支部役員

会の承認を得て、その全額を消却することができる。 

(1) 死亡により支部に所属しなくなった者の法定相続人が支払いを拒絶している状況が

１年以上経過したとき。 

(2) 病気又は資力がない等の理由により徴収が困難である状況が１年以上経過したとき。 

(3) 本会を退会した日から５年を経過しても滞納支部会費等の納入がないとき。 

 

附 則   (平成２７年６月５日制定 第３５回定期総会) 

この細則は、平成２７年６月５日から実施し、平成２７年４月１日から適用する。 

 

附 則   (令和４年６月１日制定 第４２回定期総会) 

１．改正規定第２条、第３条第２項、第４条、同条に定める様式第１号、第５条、第６

条第２項、第３項、同項に定める様式第２号、第４項、第６条の２、同条に定める様

式第３号、第７条、第７条の２、第８条、同条に定める様式第４号、第９条、第９条

の２、同条第４項に定める様式第５号、第９条の３及び第１０条は、令和４年６月１

日開催の支部定期総会終結の時から施行し、令和４年４月１日から適用する。 



様式第１号 

 

 

  年  月  日 
 

支部会費滞納者の現況書 
 

         支部 
支部長               

 
  年  月  日 現在 

登録番号 
法人番号 氏名又は名称 事務所の所在地 滞納期間 

（事業年度）   滞納額 
納付の意思 

備考 
有 無 

       

       

       

       

       

       

（注）「備考」欄には、①納付が困難なときはその事情、②会費免除についての指導の有無、③所在

不明の場合はその旨又はその他の事情を具体的に記入してください。 



様式第２号 

  年  月  日 
 
 

支部会費滞納者に対する法的措置報告書 
 

近畿税理士会 
会長           様 
 
 

支部 
支部長             

 
 
 中京支部滞納会費徴収整理細則第６条第３項の規定に基づき、下記のとおりご報告いたし

ます。 
 

記 
 
  年  月  日 現在 

登録番号 
法人番号 

氏名又は 
名称 

滞納期間 
（事業年度） 滞納額 法的措置の内容及び顛末 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 



様式第３号 

  年  月  日 
 
 

支部会費滞納者に関する共同法的措置申請書 
 
 

近畿税理士会 
会長          様 
 

          支部 
支部長               

 
 
 中京支部滞納支部会費徴収整理細則第６条の２の規定に基づき、法的措置を共同して行い

たく申請いたします。 
 

記 
 
  年  月  日 現在 

登録番号 
法人番号 氏名又は名称 事務所 

の所在地 
滞納期間 

（事業年度） 滞納額 法的措置 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 



様式第４号 

  年  月  日 

 

 

支部会費滞納者に関する会則処分申立書 
 

近畿税理士会 

経理部長           様 

 

 

支部 

支部長             

 

 

 中京支部滞納支部会費徴収整理細則第８条の規定に基づき、下記の者について本会会則の

規定による処分相当であると思料いたしますので、下記の旨通知いたします。 

 

記 

 

  年  月  日 現在 

登録番号 
法人番号 

氏名又は 
名称 

滞納期間 
（事業年度） 滞納額 通知に至る経緯等 

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

様式第５号 

  年  月  日 
 

支部会費滞納者の支部異動に係る報告書 
 
近畿税理士会 
会長         様 
 

          支部 
支部長               

 
 
 中京支部滞納支部会費徴収整理細則〔 第９条の２第４項 ・ 第９条の３ 〕の規定に基づき、下

記の旨報告いたします。ついては、〔 異動後の支部 ・ 異動後の税理士会（異動後の税理士会支部） 〕

に本報告書を回付していただきますよう、よろしくお願いいたします。 
 

記 
□ 第９条の２第１項関係 
  年  月  日 現在 

登録番号 
法人番号 

氏名又は

名称 事務所の所在地 滞納期間 
（事業年度） 滞納額 法的措置又は 

強制執行の別 備考 

       

 
 
□ 第９条の２第３項関係 
  年  月  日 現在 

登録番号 

法人番号 

氏名又は 

名称 

納付された滞納支 

部会費等の額 

充当する 

事業年度 

滞納支部会費 

等の残額 

滞納してい 

る事業年度 
摘 要 

    

滞納支部会費 

 

  
未納支部会費 

 

備

考 
 

 
※本報告書は異動後の税理士会（支部）に回付する。 

・第９条の２の場合：当支部 → 本会 → 異動後の支部 

・第９条の３の場合：当支部 → 本会 → 異動後の税理士会 → 異動後の税理士会支部 



 

【様式第５号・添書ひな型①（本会→異動後の本会支部）】 
 

  年  月  日 
 
 
近畿税理士会 △△支部 
支部長 △△ △△ 様 

 
 

  近畿税理士会 
会長 ○○ ○○ 

 
 

支部会費滞納者の支部異動に係る報告について 
 
 
 ○○支部より、別紙（様式第５号）のとおり報告がありましたので、回付いたします。 
よろしくお取り計らいくださいますよう、お願いいたします。 

 
 
【様式第５号・添書ひな型②（本会→異動後の税理士会）】 
 

  年  月  日 
 
 
□□税理士会 
会長 □□ □□ 様 

 
 

  近畿税理士会 
会長 ○○ ○○ 

 
 

支部会費滞納者の支部異動に係る報告について 
 
 
 本会の○○支部より、別紙（様式第５号）のとおり報告がありました。ついては、貴会に所属する支

部に回付していただきますよう、よろしくお願いいたします。 
 
 
 
 



 

【様式第５号・添書ひな型③（異動後の税理士会→異動後の税理士会支部）】 
 

  年  月  日 
 
 
□□税理士会 ▽▽支部 
支部長 ▽▽ ▽▽ 様 

 
 

  □□税理士会 
会長 □□ □□ 

 
 

支部会費滞納者の支部異動に係る報告について 
 
 
 近畿税理士会（同税理士会○○支部）より、別紙（様式第５号）のとおり報告がありましたので、

回付いたします。 
よろしくお取り計らいくださいますよう、お願いいたします。 

 
 


